
 

 

 

 
あなたにも相続税が ?? 

～相続税の基礎知識～ 
 
日 時：2015 年 9 月 3 日（木） 
    8:00～9：00 （開場 7:45～） 
 
講 師：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ  

鈴 木  康 正  
 
対 象：相続にご興味のある方 
 
定  員 ： 1 0 名 （ 先 着 順 ） 
 
参加費：1 名様 3,000 円（税込）  

※弊社顧問契約先 1,000 円(税込) 

当日会場にてお渡し下さい。 
 
会 場：税理士法人ＳＢＣﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

浜松支店 会議室 
 

お問合せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 
     Tel: 053-463-3555   
    （担当：松田・河西） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SBC Seminar

セミナー案内 

 

 

 

減価償却資産に該当する美

術品等の法定耐用年数は、

それぞれの美術品の構造や

材質等に応じて、耐用年数

省令別表第一に掲げる区分

に従って判定することにな

ります。その美術品等が「器

具及び備品」の室内装飾品

に該当すれば、①例えば、

金属製の彫刻などは、『室内

装飾品のうち主として金属

製のもの…15 年』、②例え

ば、絵画・陶磁器、金属製

以外の彫刻などは、『室内装

飾品のうちその他のもの…

8 年』を適用します。 

Ｓｃｏｐｅ 

美術品の法定耐用年数 

2015 年（平成 27 年） 

 6 月 15 日（月） 
発行：税理士法人 SBC パートナーズ
   大阪市北区太融寺町 3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階

国税庁が美術品等の減価償却でＦＡＱ公表 

既存資産の再判定、償却方法も明示 

法人税基本通達等の改正により、1 点当たりの取得価額が 100

万円未満の美術品については、原則として減価償却が認められる

こととなったが、これを受けて国税庁はこのほど「美術品等につ

いての減価償却資産の判定に関するＦＡＱ」を公表した。 

ＦＡＱは、「改正の概要」「平成 27 年 1月 1日以後に取得する美

術品等の取扱い」「平成 27 年 1 月 1 日より前に取得した美術品等

の取扱い」「その他」の 4 項目全 9 問。 

改正後の取扱いは、法人については「平成 27年 1 月 1 日以後に

開始する事業年度において法人の有する美術品等」、個人について

は「平成 27 年分以後の個人の有する美術品等」に適用することと

されており、既存資産についても減価償却が認められる。 

「平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い」では、

通達改正前に取得していた資産についての償却方法が示されてい

る。原則的な償却方法は、取得時期によって以下のように分類さ

れる。 

美術品等の取得日 原則的取扱い 

平 19.3.31 以前 旧定額法・旧定率法 

平 19.4.1～平 24.3.31 定額法・250％定率法 

平 24.4.1 以後 定額法・200％定率法 

ただし、取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額

法または 200％定率法を選択することができるほか、中小企業者

等にあっては租税特別措置法第 67条の５（中小企業者等の少額減

価償却資産の損金算入の特例）、いわゆる 30 万円未満の少額減価

償却資産の一括償却の特例の適用も認められる旨が明らかにされ

ている。 

なお、平成27年1月1日より前に取得した美術品等については、

適用初年度に再判定を行って、減価償却資産に該当した美術品等

に限り、その適用初年度以後の事業年度において減価償却を行う

ことが認められる。適用初年度で再判定を行わなかった場合には、

以後減価償却を行うことはできない。 

SBC Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ 
エスビーシー・ファーストタックス 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


